
令和３年１１月８日 

保健所健康づくり課 

 

特定個人情報保護評価書 予防接種に関する事務  

全項目評価書（素案）について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「番号法」という。）第２８条では、行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを

保有する事務については、特定個人情報の保有・利用に伴って生じる特定個人情報の漏えいその

他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減する適切な措置等を、特定個人

情報保護評価書により公表することとされています。 

予防接種に関する事務の特定個人情報保護評価については、これまで「基礎項目評価及び重点

項目評価」を実施していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に

おいて、新システムである「ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）」の利用にあたり、既存の予

防接種事務に加えて新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種記録の管理等を行うことに

なり、特定個人情報の取扱いが新たに生じることとなりました。それに伴い、特定個人情報保護

評価の再実施が必要となり、しきい値判断を改めて行った結果、対象者数等の増加により「基礎

項目評価及び全項目評価」を実施することとなりました。 

なお、特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有する前に評価を実施することが

原則とされていますが、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務は、特定個人情報保

護評価に関する規則第９条第２項の規定（緊急時の事後評価）の適用対象となり得るものと考え

られています。 

 

記 

 

１．これまでの経過 

・平成２７年１０月 予防接種に関する事務 基礎項目評価書及び重点項目評価書 公表 

・評価書公表後、概ね１年ごとに見直し（修正、追加等）を実施 

 ・最終修正日：令和３年１月２６日 

 

２．予防接種に関する事務におけるマイナンバーの利用について 
 

（情報提供ネットワークシステムで提供する情報） 

 利用事務 提供する情報 

１ 予防接種の実施に関する事務 

 

・予防接種歴 

２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法 

による予防接種の実施に関する事務 

 

・新型インフルエンザ等特別措置法による

予防接種の実施に関する情報 



（情報提供ネットワークシステムで照会できる情報） 

 利用事務 照会できる情報 

１ 予防接種の実施に関する事務 ・予防接種歴 

・障害の程度に関する情報 

２ 給付の支給に関する事務 ・障害年金や障害児養育年金等 

・特別児童扶養手当等 

３ 実費の徴収に関する事務 ・生活保護情報、中国残留邦人等支援給付情報 

・県民税・市民税情報 

４ 新型インフルエンザ等対策特別措置法

による予防接種の実施に関する事務 

 

・新型インフルエンザ等特別措置法による予防接

種の実施に関する情報 

 

（情報提供ネットワークシステム以外） 

利用事務 新たに追加される事務・情報 

新型コロナウイルス感染症対

策に係る予防接種事務 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種の接種記録

を特定個人情報ファイルとして取り扱う 

・予防接種台帳を管理するシステムからＶＲＳへの特定個人

情報の登録 

・ＶＲＳを利用したワクチン接種記録の管理及び他自治体と

の接種記録の照会・提供 

 

３．パブリックコメントについて 

・実施期間  令和３年９月１日（水）～１０月１日（金） 

・実施方法（周知方法）    広報ふなばし（９月１日号に掲載）・市ホームページ 

（評価書閲覧場所） 健康づくり課・行政資料室・船橋駅前総合窓口センター 

各出張所・連絡所 

          （意見提出方法）  健康づくり課に持参・ファクシミリ・電子メール・郵送 

の各方法で受付 

・集計結果と公表方法  パブリックコメントによる意見の提出はありませんでした。 

             意見がなかった旨を船橋市ホームページに掲載しております。 

 

４．今後の予定について 

・令和３年１２月～令和４年１月  船橋市情報公開・個人情報保護審査会による第三者点検 

の実施 

・令和４年２月          個人情報保護委員会（国の第三者機関）へ評価書を提出、

公表 

 

【担当】保健所健康づくり課 予防接種係（和田） 

 ０４７－４０９－３８３６ 


